
 

目 
 

 

次 

告 
 

 
示 

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

 
 

 

公 
 

 

告 

○
公
共
測
量
の
終
了
䥹
二
件
䥺 

○
基
本
測
量
の
終
了 

○
都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧 

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て 

 
 

 

そ 

の 

他 

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示 

 

山
梨
県
公
報 

令
和
八
年 

四
月
六
日 

第
六
百
四
十
四
号 

月 曜 日 

発
行
者 

 

山 

梨 

県 
 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日 



山
梨
県
告
示
第
百
二
十
二
号 

 

森
林
法
䥹
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
䥺
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
䣍
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

甲
府
市
高
成
町
字
江
見
一
〇
二
六(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
䣎)

 

二 

指
定
の
目
的 

落
石
の
危
険
の
防
止 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

１ 

主
伐
は
䣍
択
伐
に
よ
る
䣎 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
䣍
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る 

 
 

 

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
䣎 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

 
 

䥹
䣓
次
の
図
䣔
及
び
䣓
次
の
と
お
り
䣔
は
䣍
省
略
し
䣍
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及

び
甲
府
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎
䥺 

告
　
　
示



◎ 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
䥺
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
水
道
局
水
源
管
理
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ

䣬
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
䣍
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

測
量
の
種
類 

公
共
測
量
䥹
空
中
写
真
撮
影
䣍
写
真
地
図
作
成
䥺 

二 

測
量
の
地
域 

甲
州
市
䣍
北
都
留
郡
丹
波
山
村
及
び
北
都
留
郡
小
菅
村 

三 

測
量
の
期
間 

令
和
七
年
七
月
八
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

公
　
　
告



◎ 

公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
䥺
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
甲
斐
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
䣬
た
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
䣍
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

測
量
の
種
類 

公
共
測
量
䥹
空
中
写
真
撮
影
䣍
写
真
地
図
作
成
䥺 

二 

測
量
の
地
域 

山
梨
県
甲
斐
市
全
域 

三 

測
量
の
期
間 

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 



◎ 

基
本
測
量
の
終
了 

 

測
量
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
䥺
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
長

か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
䣬
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
䣍
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

測
量
の
種
類 

基
本
測
量
䥹
火
山
基
本
図
作
成
䥺 

二 

測
量
の
地
域 

山
梨
県
富
士
吉
田
市
䣍
都
留
市
䣍
身
延
町
䣍
西
桂
町
䣍
忍
野
村
䣍
山
中
湖
村
䣍
鳴

沢
村
及
び
富
士
河
口
湖
町 

三 

測
量
の
期
間 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



◎ 

都
市
計
画
の
変
更
図
書
の
縦
覧 

 

都
市
計
画
法
䥹
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
䥺
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
留
市
長
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
䣍

同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
を
次

の
場
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

都
留
都
市
計
画
道
路 

二 

縦
覧
場
所 

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号 

山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課 



◎ 

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て 

 

都
市
計
画
法
䥹
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
䥺
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
䣍
完
了
し
た
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸 

太 

郎 

一 

開
発
区
域
䥹
工
区
䥺
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
諏
訪
内
五
千
三
百
三
十

番
一
䣍
五
千
三
百
三
十
一
番
一
の
一
部
䣍
新
屋
字
下
カ
ジ
ヤ
作
千
四
百
四
十
八
番
の
一
部
䣍
千
四

百
五
十
一
番
の
一
部
䣍
千
四
百
五
十
二
番
の
一
部
䣍
千
四
百
五
十
三
番
䣍
千
四
百
五
十
四
番
䣍
千

四
百
五
十
五
番
一
䣍
千
四
百
五
十
六
番
の
一
部
䣍
千
四
百
五
十
七
番
の
一
部
䣍
千
四
百
五
十
八
番
䣍

千
四
百
五
十
八
番
二
の
一
部
䣍
千
四
百
五
十
八
番
三
䣍
千
四
百
五
十
九
番
䣍
千
四
百
六
十
番
一
䣍

千
四
百
六
十
一
番
一
䣍
千
四
百
六
十
二
番
一
䣍
千
四
百
六
十
三
番
の
一
部
䣍
千
四
百
六
十
五
番
一

の
一
部
䣍
千
四
百
七
十
番
三
の
一
部
䣍
千
四
百
七
十
番
四
䣍
千
四
百
七
十
一
番
二
䣍
千
四
百
七
十

二
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
七
十
二
番
二
䣍
千
四
百
七
十
三
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
七
十
三
番
二
䣍

千
四
百
七
十
四
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
七
十
四
番
二
䣍
千
四
百
七
十
七
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
七

十
七
番
二
䣍
千
四
百
七
十
八
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
七
十
八
番
二
䣍
千
四
百
七
十
九
番
一
の
一
部
䣍

千
四
百
七
十
九
番
二
䣍
千
四
百
八
十
一
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
八
十
一
番
二
䣍
千
四
百
八
十
二
番

二
䣍
千
四
百
八
十
三
番
一
の
一
部
䣍
千
四
百
八
十
三
番
二
䣍
千
四
百
八
十
三
番
三
䣍
千
四
百
八
十

四
番
の
一
部
䣍
千
四
百
八
十
五
番
の
一
部
䣍
千
四
百
八
十
六
番
の
一
部
䣍
千
四
百
八
十
七
番
の
一

部
䣍
千
四
百
八
十
九
番
の
一
部
䣍
千
四
百
八
十
九
番
二
の
一
部
䣍
千
四
百
九
十
番
の
一
部
䣍
千
四

百
九
十
一
番
の
一
部
䣍
千
四
百
九
十
二
番
䣍
千
四
百
九
十
三
番
の
一
部
䣍
千
四
百
九
十
四
番
の
一

部
䣍
千
四
百
九
十
五
番
の
一
部
䣍
千
四
百
九
十
七
番
の
一
部
䣍
千
四
百
九
十
八
番
の
一
部
䣍
千
五

百
番
の
一
部
䣍
千
五
百
一
番
の
一
部
䣍
千
五
百
一
番
内
一
の
一
部
䣍
千
五
百
二
番
䣍
千
五
百
三
番
䣍

千
五
百
四
番
䣍
千
五
百
五
番
䣍
千
五
百
六
番
の
一
部
䣍
千
五
百
七
番
の
一
部
䣍
千
五
百
八
番
の
一

部
䣍
千
五
百
九
番
の
一
部
䣍
字
中
カ
ジ
ヤ
作
千
五
百
五
十
九
番
䣍
千
五
百
五
十
九
番
内
一
䣍
千
五

百
六
十
番
䣍
千
五
百
六
十
番
二
䣍
千
五
百
六
十
一
番
䣍
千
五
百
六
十
二
番
䣍
千
五
百
六
十
三
番
一
䣍

千
五
百
六
十
三
番
三
䣍
千
五
百
六
十
三
番
四
䣍
千
五
百
六
十
四
番
䣍
千
五
百
六
十
五
番
䣍
千
五
百

六
十
六
番
一
䣍
千
五
百
六
十
七
番
一
䣍
千
五
百
六
十
七
番
四
䣍
千
五
百
六
十
八
番
一
䣍
千
五
百
六

十
八
番
三
䣍
千
五
百
六
十
九
番
一
䣍
千
五
百
六
十
九
番
三
䣍
千
五
百
六
十
九
番
五
䣍
千
五
百
六
十

九
番
六
䣍
千
五
百
七
十
三
番
䣍
千
五
百
七
十
四
番
䣍
千
五
百
七
十
五
番
䣍
千
五
百
七
十
六
番
䣍
千

五
百
七
十
七
番
䣍
千
五
百
七
十
八
番
䣍
千
五
百
七
十
九
番
䣍
千
五
百
八
十
番
䣍
千
五
百
八
十
一
番
䣍

千
五
百
八
十
二
番
䣍
千
五
百
八
十
三
番 

二 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

東
京
都
目
黒
区
中
根
二
丁
目
三
番
十
九
号 

株
式
会

社
牧
野
フ
ラ
イ
ス
製
作
所 

代
表
取
締
役
社
長 

宮
崎 

正
太
郎 



◎ 

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
二
号 

 

漁
業
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
䥺
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
䣍
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
䣍
次
の
と
お
り
指
示
す
る
䣎 

 
 

令
和
八
年
四
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

会 

長 
 

宮 
 

崎 
 

淳 
 

一 

一 

指
示
の
内
容 

 

１ 

琴
川
ダ
ム
貯
水
池
䥹
乙
女
湖
䥺
に
お
い
て
䣍
コ
ク
チ
バ
ス
䥹
ス
モ
䤀
ル
マ
ウ
ス
バ
ス
䥺
を
目
的

と
し
た
採
捕
を
行
䣬
て
は
な
ら
な
い
䣎
た
だ
し
䣍
山
梨
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
峡
東
漁
業

協
同
組
合
若
し
く
は
そ
の
従
事
者
が
駆
除
の
た
め
に
行
う
場
合
及
び
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究

の
用
に
供
す
る
場
合
は
䣍
こ
の
限
り
で
は
な
い
䣎 

 

２ 

琴
川
ダ
ム
貯
水
池
䥹
乙
女
湖
䥺
に
お
い
て
䣍
コ
ク
チ
バ
ス
䥹
ス
モ
䤀
ル
マ
ウ
ス
バ
ス
䥺
以
外
の

魚
種
を
目
的
と
し
た
採
捕
を
行
い
䣍
コ
ク
チ
バ
ス
䥹
ス
モ
䤀
ル
マ
ウ
ス
バ
ス
䥺
を
採
捕
し
た
場
合

は
䣍
平
成
二
十
二
年
二
月
四
日
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一−

一
号
に
準
じ
䣍
コ

ク
チ
バ
ス
䥹
ス
モ
䤀
ル
マ
ウ
ス
バ
ス
䥺
を
琴
川
ダ
ム
貯
水
池
䥹
乙
女
湖
䥺
に
再
び
放
し
て
は
な
ら

な
い
䣎 

二 

指
示
の
区
域 

柳
平
大
橋
よ
り
下
流
の
琴
川
ダ
ム
貯
水
池
䥹
乙
女
湖
䥺 

三 

指
示
の
期
間 

令
和
八
年
四
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
年
四
月
十
六
日
ま
で 

そ
 
の
 
他


